
11 月の安全就業強化月間を振り返って 
 
11 月の安全就業強化月間では、残念ながら 3

件の傷害事故が発生してしまいました。 
今年度は１０月まで、２件の発生でしたので、

皮肉なことに、安全就業強化月間中３件が発生
し、傷害事故は合計５件となりました。 
このうちの 1 件は、女性会員が自転車で清掃

現場に行く途中、車道と歩道の段差に自転車の
タイヤがとられ滑って転倒し大腿骨骨折という
事故でした。また自転車で、相手に怪我をさせ
た場合自己責任になってしまいます。必ず自転
車保険に加入しましょう。その次の事故は、資
源回収中に重たい物を持ち、ぎっくり腰になっ
てしまったというものでした。幸い 5～6 日程
度の通院と聞いています。最後は、襖班が東大
井の作業所(２階)へ襖を搬入しようとした際に、
昇り階段で、階段を踏み外してしまい、転倒し
て顔や腕を挫傷し右足親指を骨折するという事
故でした。 
上記の事故３件は防げなかったのでしょう

か？自転車の事故は、段差にタイヤがとられ転
倒という事故です。よくある事故です。もう一
度初心に帰り『危険予知』を実行しましょう。
２件目の事故は、資源回収の際無理に重たいも
のを持ち、ぎっくり腰となるというものでした。
今後は無理をせず、重い時は二人で持つなどの
対応が必要ではないでしょうか？ 
最後の 1 件は襖をもって階段を昇る時に足元

への注意がおろそかになり、階段を踏み外し転
倒という事故でした。いつもの慣れた場所とい
うこともあり、油断があったのではないでしょ
うか。 
皆さんも「多分大丈夫だろう」と思っても十

分にお気を付けいただき、「危険予知」を実行し
て事故を未然に防ぎましょう。 
安全就業強化月間では、事故が発生すると重

篤化傾向の植木現場の巡回に特化し安全パトロ
ールを２回実施しました。 
安全管理委員会としても個々の事故要因の検

証に取組んで再発防止に繋げており、事故を起
こされた方が再就業される際には、必ず事故再
発防止講習会を受講していただいております。   

 

危険予知・コロナ等対策 

危険予知と感染症(インフルエンザ

も含む)の予防対策をしっかりして、元

気で新年を迎えるため、年末を過ごし

ましょう。 

特に冬は室内の換気がおろそかにな

りがちです。１枚上着を着て室内換気

とうがい・手洗い・マスクの着用を忘

れずに行いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始のお知らせ 

＊本部・荏原・東大井・ゆたか＊ 

年内 12/28(火) １７時まで 

年始 1/4(火)８時３０分から 

 

＊大井作業所＊ 

年内  12月 28 日（月）正午まで 

年始   1月  7日（金） 9時から 

 

＊本部洋服班＊ 

年内  12月 28 日（月）正午まで 

年始   1月 11日（火）9時から 

 

 



12 月分の就業報告書提出締切日 

           １月５日（水） 

配分金振込日     １月１４日 （金） 

派遣会員給与振込日 １月２５日 (火) 

  

 

 

                        

就業報告書の提出について 

12月分の就業報告書は、１月５日

(水)までの提出期限ですが、１月は

10日が祝日の為、入力事務を1月６

日までに終わらせる必要があります。

早めにご提出いただきますようご協

力をお願いします。 
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安全就業用グッズの配布について 

不織布マスク５枚入りを昨年に引き続き今年度のグッズに選定致しました。 

新型コロナウイルス第６波にも備えての判断です。 

12 月から３月末まで本部・荏原・東大井・ゆたかの各拠点事務所に用意しておりま

すので、引取りにおいでください。お一人様・１回限りです。 

 

就業相談 

1月 13日(木) 午後１時～午後４時 

本部・荏原支部で理事が相談をお受けし

ます。 

ご存知ですか？ 配分金のこと 

配分金には消費税が含まれています。 

本来、会員が受け取った配分金に係る消

費税は税務署に申告する必要があります

が、消費税法上、課税売上としての受取金

額が、年間 1千万円以下となるため、免税

業者として扱われ、申告する必要がないと

されています。 

令和元年１０月の消費税引上げにより

消費税が８％から１０％になりました。そ

のため、お気付きとは思いますが会員の受

け取る配分金等についても消費税分が引

き上げられ配分金額も増額となっていま

す。 

一方、来る令和５年１０月から適格請求

書保存方式（インボイス制度）の導入が予

定されています。これにより会員が受け取

る配分金に係る消費税の扱いが変わる可

能性が大です。現時点では不明な部分があ

るため、今後改めて説明してまいります。 

 

 

 

安全標語ご応募ありがとうございま

した。 

12 月 13 日三役と安全管理委員長・副

委員長による選考会を開催予定です。 

優秀作品に選出された方には別途ご

通知いたしますので、お楽しみに！！ 

連絡掲示板 

2022年版 会員手帳 好評販売中 

◇200円 

◇各事務所にて販売中 

＊お早目にお求めください！ 

 在庫がなくなり次第販売終了！ 


